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町田市組織条例の一部を改正する条例 

町田市組織条例（昭和４４年４月町田市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条の見出し中「部」の次に「及び所」を加え、同条中「次の部」の次に「及び 

所」を加え、同条の表中「いきいき健康部」を
「いきいき生活部 

保健所    」 
に改める。 

第２条中「部の分掌事務」を「部及び所の分掌事務」に改め、同条の表いきいき健

康部の項中「いきいき健康部」を「いきいき生活部」に改め、第１号を削り、第２号

を第１号とし、同項に次の１号を加える。 

（２）高齢者福祉に関すること。 

第２条の表いきいき健康部の項の次に次のように加える。 

保健所 

（１）保健衛生及び健康に関すること。 

（２）地域医療に関すること。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（町田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

２ 町田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１２年３月町田市条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「いきいき健康部」を「いきいき生活部、保健所」に改める。 



＿部分は改正部分 

町田市組織条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（部及び所の設置） （部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、市長

の権限に属する事務を分掌させるため、次の

部及び所を設置する。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１５８条第１項の規定に基づき、市長

の権限に属する事務を分掌させるため、次の

部を設置する。 

略 略 

いきいき生活部 いきいき健康部 

保健所  

略 略 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 部及び所の分掌事務は、おおむね次の

とおりとする。 

第２条 部の分掌事務は、おおむね次のとおり

とする。 

略 略 

いきいき生活部 

 

 

（１） 略 

（２） 高齢者福祉に関すること。 

いきいき健康部 

（１） 市民の健康保持及び増進に関す 

ること。 

（２） 略 

保健所  

（１） 保健衛生及び健康に関すること。  

（２） 地域医療に関すること。  

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＿部分は改正部分 

町田市職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（福祉業務手当） （福祉業務手当） 

第３条 福祉業務手当は、地域福祉部、いきい

き生活部、保健所又は子ども生活部に所属す

る職員が、ケースワーカー等として、困難な

相談、援護、育成、生活指導等のため、家庭

等を訪問し、福祉に関する業務に従事したと

きに支給する。 

第３条 福祉業務手当は、地域福祉部、いきい

き健康部又は子ども生活部に所属する職員

が、ケースワーカー等として、困難な相談、

援護、育成、生活指導等のため、家庭等を訪

問し、福祉に関する業務に従事したときに支

給する。 

２ 略 ２ 略 

 


